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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のユーザ装置（２０）と第２のユーザ装置（２１）との間のデバイス・ツー・デバ
イス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信を改善するための方法であって
、前記第１のユーザ装置（２０）及び前記第２のユーザ装置（２１）はデバイス・ツー・
デバイスモード（Ｄ２Ｄモード）の使用に対応し、前記第１及び第２のユーザ装置（２０
、２１）間におけるデバイス・ツー・デバイス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デ
バイス通信のために前記デバイス・ツー・デバイスモードを使用することは、前記第１及
び第２のユーザ装置（２０、２１）間でディスカバリ手続きを行うことを必要とし、
　少なくとも前記第１のユーザ装置（２０）はコアネットワーク（１２０）及びアクセス
ネットワーク（１１０）を含む移動通信ネットワーク（１００）に関連し、前記移動通信
ネットワーク（１００）の前記アクセスネットワーク（１１０）は基地局エンティティ（
１１１）を含み、前記第１のユーザ装置（２０）により第１の制御データを受信するため
に第１の周波数又は周波数バンド（３２０）が使用され、前記第１の制御データは前記基
地局エンティティ（１１１）により送信され、前記第２のユーザ装置（２１）により第２
の制御データを受信するために第２の周波数又は周波数バンド（３２１）が使用され、
　前記方法は、第１及び第２のステップを含み、
　第１のステップにおいて、前記基地局エンティティ（１１１）は、前記第１の制御デー
タの一部として、第１のディスカバリリソース構成情報及び第２のディスカバリリソース
構成情報を送信し、前記第１のディスカバリリソース構成情報は第１の無線インターフェ
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ースリソース（３４０）が前記第１のユーザ装置（２０）に関わるディスカバリのために
使用されることが可能であることを示し、前記第２のディスカバリリソース構成情報は第
２の無線インターフェースリソース（３４１）が前記第２のユーザ装置（２０）に関わる
ディスカバリのために使用されることが可能であることを示し、
　前記第１のステップの後の第２のステップにおいて、前記第１のユーザ装置（２０）は
、前記第２の無線インターフェースリソース（３４１）を使用することによって、前記第
２のユーザ装置（２１）に対してディスカバリ手続きを行うために前記第２のディスカバ
リリソース構成情報を使用し、
　前記第２の無線インターフェースリソース（３４１）は前記第２の周波数又は周波数バ
ンド（３２１）の一部であり及び／又は第２の周波数バンドの連続部分であり、及び前記
第１の無線インターフェースリソース（３４０）は前記第１の周波数又は周波数バンド（
３２０）の一部あり及び／又は第１の周波数バンドの連続部分である、方法。
【請求項２】
　前記第１の制御データは、前記基地局エンティティ（１１１）によりブロードキャスト
制御チャネル（ＢＣＣＨ）上で送信され、前記ブロードキャスト制御チャネルは前記第１
のユーザ装置（２０）により受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２の無線インターフェースリソース（３４１）は、前記第２のディスカバリリソ
ース構成情報内で少なくとも以下のパラメータ、
　周波数指示、
　システムフレーム番号（ＳＦＮ）に対する相対時間オフセット、及び
　無線リソースブロック割り当て
　によって示される、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のディスカバリリソース構成情報は、
　前記デバイス・ツー・デバイスモードのための前記第１のディスカバリリソース構成情
報を含むシステム情報ブロック、又は
　前記第２のディスカバリリソース構成情報のみを含む別のシステム情報ブロック
　を使用して送信される、請求項１～３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のユーザ装置（２０）及び前記第２のユーザ装置（２１）は前記移動通信ネッ
トワーク（１００）に関連するが、前記第１の周波数又は周波数バンド（３２０）と前記
第２の周波数又は周波数バンド（３２１）は異なる周波数又は周波数バンドである、請求
項１～４の何れか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２のユーザ装置（２１）は更なる移動通信ネットワーク（２００）に関連し、前
記更なる移動通信ネットワーク（２００）は前記第２の周波数又は周波数バンド（３２１
）を使用し、前記第１の周波数又は周波数バンド（３２０）と前記第２の周波数又は周波
数バンド（３２１）は異なる周波数又は周波数バンドである、請求項１～５の何れか１項
に記載の方法。
【請求項７】
　ユーザ装置（２０）と第２のユーザ装置（２１）との間の改善されたデバイス・ツー・
デバイス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信に適合されるユーザ装置（
２０）であって、前記ユーザ装置（２０）及び前記第２のユーザ装置（２１）はデバイス
・ツー・デバイスモード（Ｄ２Ｄモード）の使用に対応し、前記ユーザ装置（２０）と第
２のユーザ装置（２１）との間におけるデバイス・ツー・デバイス近接性検出及び／又は
デバイス・ツー・デバイス通信のために前記デバイス・ツー・デバイスモードを使用する
ことは、前記ユーザ装置（２０）と前記第２のユーザ装置（２１）との間でディスカバリ
手続きを行うことを必要とし、
　少なくとも前記ユーザ装置（２０）はコアネットワーク（１２０）及びアクセスネット
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ワーク（１１０）を含む移動通信ネットワーク（１００）に関連し、前記移動通信ネット
ワーク（１００）の前記アクセスネットワーク（１１０）は基地局エンティティ（１１１
）を含み、前記ユーザ装置（２０）により第１の制御データを受信するために第１の周波
数又は周波数バンド（３２０）が使用され、前記第１の制御データは前記基地局エンティ
ティ（１１１）により送信され、前記第２のユーザ装置（２１）により第２の制御データ
を受信するために第２の周波数又は周波数バンド（３２１）が使用され、
　前記ユーザ装置（２０）は、
　前記基地局エンティティ（１１１）により送信された前記第１の制御データの一部とし
て、前記ユーザ装置（２０）が第１のディスカバリリソース構成情報及び第２のディスカ
バリリソース構成情報を受信し、前記第１のディスカバリリソース構成情報は第１の無線
インターフェースリソース（３４０）が前記ユーザ装置（２０）に関わるディスカバリの
ために使用されることが可能であることを示し、前記第２のディスカバリリソース構成情
報は第２の無線インターフェースリソース（３４１）が前記第２のユーザ装置（２０）に
関わるディスカバリのために使用されることが可能であることを示し、
　前記第２の無線インターフェースリソース（３４１）を使用することによって、前記ユ
ーザ装置（２０）が前記第２のユーザ装置（２１）に対してディスカバリ手続きを行うた
めに前記第２のディスカバリリソース構成情報を使用する
　ように構成され、
　前記第２の無線インターフェースリソース（３４１）は前記第２の周波数又は周波数バ
ンド（３２１）の一部であり及び／又は第２の周波数バンドの連続部分であり、及び前記
第１の無線インターフェースリソース（３４０）は前記第１の周波数又は周波数バンド（
３２０）の一部あり及び／又は第１の周波数バンドの連続部分である、ユーザ装置（２０
）。
【請求項８】
　第１のユーザ装置（２０）と第２のユーザ装置（２１）との間のデバイス・ツー・デバ
イス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信を改善するためのシステムであ
って、前記システムは移動通信ネットワーク（１００）、前記第１のユーザ装置（２０）
及び前記第２のユーザ装置（２１）を含み、前記第１のユーザ装置（２０）及び前記第２
のユーザ装置（２１）はデバイス・ツー・デバイスモード（Ｄ２Ｄモード）の使用に対応
し、前記第１及び第２のユーザ装置（２０、２１）間におけるデバイス・ツー・デバイス
近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信のために前記デバイス・ツー・デバ
イスモードを使用することは、前記第１及び第２のユーザ装置（２０、２１）間でディス
カバリ手続きを行うことを必要とし、
　少なくとも前記第１のユーザ装置（２０）はコアネットワーク（１２０）及びアクセス
ネットワーク（１１０）を含む前記移動通信ネットワーク（１００）に関連し、前記移動
通信ネットワーク（１００）の前記アクセスネットワーク（１１０）は基地局エンティテ
ィ（１１１）を含み、前記第１のユーザ装置（２０）により第１の制御データを受信する
ために第１の周波数又は周波数バンド（３２０）が使用され、前記第１の制御データは前
記基地局エンティティ（１１１）により送信され、前記第２のユーザ装置（２１）により
第２の制御データを受信するために第２の周波数又は周波数バンド（３２１）が使用され
、
　前記システムは、
　前記第１の制御データの一部として、前記基地局エンティティ（１１１）が第１のディ
スカバリリソース構成情報及び第２のディスカバリリソース構成情報を送信し、前記第１
のディスカバリリソース構成情報は第１の無線インターフェースリソース（３４０）が前
記第１のユーザ装置（２０）に関わるディスカバリのために使用されることが可能である
ことを示し、前記第２のディスカバリリソース構成情報は第２の無線インターフェースリ
ソース（３４１）が前記第２のユーザ装置（２０）に関わるディスカバリのために使用さ
れることが可能であることを示し、
　前記第２の無線インターフェースリソース（３４１）を使用することによって、前記第
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１のユーザ装置（２０）が前記第２のユーザ装置（２１）に対してディスカバリ手続きを
行うために前記第２のディスカバリリソース構成情報を使用する
　ように構成され、
　前記第２の無線インターフェースリソース（３４１）は前記第２の周波数又は周波数バ
ンド（３２１）の一部であり及び／又は第２の周波数バンドの連続部分であり、及び前記
第１の無線インターフェースリソース（３４０）は前記第１の周波数又は周波数バンド（
３２０）の一部あり及び／又は第１の周波数バンドの連続部分である、システム。
【請求項９】
　第１のユーザ装置（２０）と第２のユーザ装置（２１）との間のデバイス・ツー・デバ
イス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信を改善するための移動通信ネッ
トワーク（１００）であって、前記第１のユーザ装置（２０）及び前記第２のユーザ装置
（２１）はデバイス・ツー・デバイスモード（Ｄ２Ｄモード）の使用に対応し、前記第１
及び第２のユーザ装置（２０、２１）間におけるデバイス・ツー・デバイス近接性検出及
び／又はデバイス・ツー・デバイス通信のために前記デバイス・ツー・デバイスモードを
使用することは、前記第１及び第２のユーザ装置（２０、２１）間でディスカバリ手続き
を行うことを必要とし、
　少なくとも前記第１のユーザ装置（２０）はコアネットワーク（１２０）及びアクセス
ネットワーク（１１０）を含む前記移動通信ネットワーク（１００）に関連し、前記移動
通信ネットワーク（１００）の前記アクセスネットワーク（１１０）は基地局エンティテ
ィ（１１１）を含み、前記第１のユーザ装置（２０）により第１の制御データを受信する
ために第１の周波数又は周波数バンド（３２０）が使用され、前記第１の制御データは前
記基地局エンティティ（１１１）により送信され、前記第２のユーザ装置（２１）により
第２の制御データを受信するために第２の周波数又は周波数バンド（３２１）が使用され
、
　前記移動通信ネットワーク（１００）は、
　前記第１の制御データの一部として、前記基地局エンティティ（１１１）が第１のディ
スカバリリソース構成情報及び第２のディスカバリリソース構成情報を送信し、前記第１
のディスカバリリソース構成情報は第１の無線インターフェースリソース（３４０）が前
記第１のユーザ装置（２０）に関わるディスカバリのために使用されることが可能である
ことを示し、前記第２のディスカバリリソース構成情報は第２の無線インターフェースリ
ソース（３４１）が前記第２のユーザ装置（２０）に関わるディスカバリのために使用さ
れることが可能であることを示し、
　前記第２の無線インターフェースリソース（３４１）を使用することによって、前記第
１のユーザ装置（２０）が前記第２のユーザ装置（２１）に対してディスカバリ手続きを
行うために前記第２のディスカバリリソース構成情報を使用する
　ように構成され、
　前記第２の無線インターフェースリソース（３４１）は前記第２の周波数又は周波数バ
ンド（３２１）の一部であり及び／又は第２の周波数バンドの連続部分であり、及び前記
第１の無線インターフェースリソース（３４０）は前記第１の周波数又は周波数バンド（
３２０）の一部あり及び／又は第１の周波数バンドの連続部分である、移動通信ネットワ
ーク（１００）。
【請求項１０】
　コンピュータ上で又はユーザ装置（２０）又は基地局エンティティ（１１１）上で、又
は部分的に前記ユーザ装置（２０）上で及び部分的に前記基地局エンティティ（１１１）
上で実行されると、前記コンピュータ又は前記ユーザ装置（２０）又は前記基地局エンテ
ィティ（１１１）に、請求項１～６の何れか１項に記載の方法を実行させる、コンピュー
タ可読プログラムコードを含む、プログラム。
【請求項１１】
　基地局（１１１）と共にユーザ装置（２０）を使用するためのコンピュータプログラム
を記録したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記コンピュータプログラム
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は、コンピュータ上で又はユーザ装置（２０）又は基地局エンティティ（１１１）上で、
又は部分的に前記ユーザ装置（２０）上で及び部分的に前記基地局エンティティ（１１１
）上で実行されると、前記コンピュータ又は前記ユーザ装置（２０）又は前記基地局エン
ティティ（１１１）に、請求項１～６の何れか１項に記載の方法を実行させるプログラム
コードを含む、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第１のユーザ装置と第２のユーザ装置との間のデバイス・ツー・デバイス通
信を改善するための方法に関する。
【０００２】
　更に、本発明は、第１のユーザ装置と第２のユーザ装置との間の改善されたデバイス・
ツー・デバイス通信に適合されるユーザ装置に関する。
【０００３】
　更に、本発明は、第１のユーザ装置と第２のユーザ装置との間のデバイス・ツー・デバ
イス通信を改善するためのシステムに関する。
【０００４】
　更に、本発明は、第１のユーザ装置と第２のユーザ装置との間のデバイス・ツー・デバ
イス通信を改善するための移動通信ネットワークに関する。
【０００５】
　更に、本発明は、第１のユーザ装置と第２のユーザ装置との間のデバイス・ツー・デバ
イス通信を改善するためのプログラム及びコンピュータプログラム製品に関する。
【背景技術】
【０００６】
　本発明は、とりわけ、以後、デバイス・ツー・デバイス通信又はＤ２Ｄ通信と呼ばれる
、装置（又はユーザ装置）間で直接通信リンクを確立することができる少なくとも２つの
移動端末装置（又はユーザ装置）が、互いを発見する、即ち、こうした装置間で最初に直
接情報を交換することを可能にする方法に取り組む。
【０００７】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムがデバイス・ツー・デバ
イス通信の使用増加を可能にすることが期待されている。ＬＴＥシステム及びＬＴＥ－Ａ
（ＬＥＴアドバンスド；ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄ）システムは、エボルブド・ユニバー
サル・モバイル・テレコミュニケーション・システム（ＵＭＴＳ）・テレストリアル・ラ
ジオ・アクセス・ネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ；Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｔｅｒｒｅｓ
ｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、及びエボルブド・パケット
・コア（ＥＰＣ；Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）を含む。典型的には、Ｅ－
ＵＴＲＡＮは、一般にマクロセル関してｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ　ＮｏｄｅＢ）と呼ばれ
、フェムトセルに関してＨｅＮＢ　（Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ）と呼ばれる複数の基地局エンテ
ィティ、並びにセルラ端末（又はユーザ装置）を含む。
【０００８】
　特に、デバイス・ツー・デバイス通信は、３ＧＰＰ（Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）、リリース１２との関連で現在作業項目
として定義されている。ＬＴＥデバイス・ツー・デバイス通信（ＬＴＥ　Ｄ２Ｄ）の基本
原理は、デバイス・ツー・デバイス通信モードをサポートする少なくとも２つの装置（又
はユーザ装置）間の直接通信を許可する可能性である。３ＧＰＰで標準化された、デバイ
ス・ツー・デバイス通信の関連で、２つのモードは、３ＧＰＰ定義の一部、即ち、インフ
ラストラクチャベースのデバイス・ツー・デバイス通信及び直接デバイス・ツー・デバイ
ス通信モードである。
【０００９】
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　デバイス・ツー・デバイス通信の更なる特徴は、所謂「ディスカバリ」機能であり、こ
れは少なくとも２つのデバイス・ツー・デバイス通信対応装置（又はユーザ装置）が互い
に近くに有る場合に互いを識別することを可能にする。デバイス・ツー・デバイス通信の
更なる特徴は、ディスカバリに関わる少なくとも２つのデバイス・ツー・デバイス通信対
応装置が互いの間の直接通信リンクを開始することを可能にする所謂「通信」機能である
。
【００１０】
　ディスカバリ機能は、重大通信ユーザの興味を引くと共に、ターゲット移動広告による
新しいビジネス機会を探索するために商用セルラ移動オペレータの興味を引き、ユーザ装
置の現在地の環境（即ち、現在地の近く）がますます重要な役割を果たすソーシャルネッ
トワークの成長傾向を支援する。更に、デバイス・ツー・デバイス通信、及び特に近接サ
ービスは、同様に、例えば、自動車間通信、交通管理及び交通警報用の新しいサービスを
確立するために、自動車用途に関して興味を引く。
【００１１】
　２つのユーザ装置間のディスカバリ手続きの実行を成功させるには、典型的には、２つ
のユーザ装置間での直接の情報交換を可能にするために共通で使用される周波数を探索す
ることが要求される。これは、エネルギの相当な消費によってのみディスカバリ手続きの
実行を成功させることができるという状況をもたらす可能性がある。
【発明の概要】
【００１２】
　本発明の目的は、ディスカバリ手続きのためのエネルギ消費が現行技術に対して低減さ
れるように、少なくとも２つのユーザ装置間でデバイス・ツー・デバイス近接性検出及び
／又はデバイス・ツー・デバイス通信を有効にするための技術的に単純で、効果的且つ特
に費用効果の高い解決策を提供することである。
【００１３】
　本発明の目的は、第１のユーザ装置と第２のユーザ装置との間のデバイス・ツー・デバ
イス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信を改善するための方法により達
成され、第１のユーザ装置及び第２のユーザ装置はデバイス・ツー・デバイスモード（Ｄ
２Ｄモード）の使用に対応し、第１及び第２のユーザ装置間におけるデバイス・ツー・デ
バイス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信のためにデバイス・ツー・デ
バイスモードを使用することは、第１及び第２のユーザ装置間でディスカバリ手続きを行
うことを必要とし、少なくとも第１のユーザ装置はコアネットワーク及びアクセスネット
ワークを含む移動通信ネットワークに関連し、移動通信ネットワークのアクセスネットワ
ークは基地局エンティティを含み、第１のユーザ装置により第１の制御データを受信する
ために第１の周波数又は周波数バンドが使用され、第１の制御データは基地局エンティテ
ィにより送信され、第２のユーザ装置により第２の制御データを受信するために第２の周
波数又は周波数バンドが使用され、方法は、第１及び第２のステップを含み、第１のステ
ップにおいて、基地局エンティティは、第１の制御データの一部として、第１のディスカ
バリリソース構成情報及び第２のディスカバリリソース構成情報を送信し、第１のディス
カバリリソース構成情報は第１の無線インターフェースリソースが第１のユーザ装置に関
わるディスカバリのために使用されることが可能であることを示し、第２のディスカバリ
リソース構成情報は第２の無線インターフェースリソースが第２のユーザ装置に関わるデ
ィスカバリのために使用されることが可能であることを示し、第１のステップの後の第２
のステップにおいて、第１のユーザ装置は、第２の無線インターフェースリソースを使用
することによって、第２のユーザ装置に対してディスカバリ手続きを行うために第２のデ
ィスカバリリソース構成情報を使用する。
【００１４】
　それによって、本発明によれば、ディスカバリ手続きのためのエネルギ消費が現行技術
に対して低減される、デバイス・ツー・デバイス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・
デバイス通信を改善するための方法が提供されることが有利に可能になる。更に、ディス
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カバリ手続きは、好ましくは、第２の無線インターフェースリソースが移動通信ネットワ
ーク、例えば、公衆携帯電話網（ＰＬＭＮ；Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）によって第１のユーザ装置に示されるので、相対的に高速で行われる。そ
れによって、新規な方法は、特に、第１及び第２のユーザ装置により異なる第１及び第２
の無線インターフェースリソースが使用される場合に、デバイス・ツー・デバイス近接性
検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信のための相対的に高速且つ効率的なディス
カバリを提供する。基地局エンティティから第１のユーザ装置への第２のディスカバリリ
ソース構成情報の送信によって、第２のユーザ装置のディスカバリのために必要とされる
無線インターフェースリソースを探索するための労力が低減されるように、第１の無線イ
ンターフェースリソースだけでなく第２の無線インターフェースリソースに関しても第１
のユーザ装置に知らせることが有利に可能になる。第１の制御データの一部として第２の
ディスカバリリソース構成情報を送信することは、第２のディスカバリリソース構成情報
の別の送信による更なる通信オーバーヘッドが回避されるので、デバイス・ツー・デバイ
ス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信方法の更なる改善を可能にする。
【００１５】
　本発明によれば、第１のユーザ装置と第３のユーザ装置との間のデバイス・ツー・デバ
イス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信が改善されることが更に好まし
く、この第３のユーザ装置はデバイス・ツー・デバイスモード（Ｄ２Ｄモード）の使用に
対応し、第１及び第３のユーザ装置間におけるデバイス・ツー・デバイス近接性検出及び
／又はデバイス・ツー・デバイス通信のためにデバイス・ツー・デバイスモードを使用す
ることは、第１及び第３のユーザ装置間でディスカバリ手続きを行うことを必要とし、第
３のユーザ装置により第３の制御データを受信するために第３の周波数又は周波数バンド
が使用され、方法は以下のステップを含み、更なる第１のステップにおいて、基地局エン
ティティは、第１の制御データの一部として、第３のディスカバリリソース構成情報を送
信し、第３のディスカバリリソース構成情報は第３の無線インターフェースリソースが第
３のユーザ装置に関わるディスカバリのために使用されることが可能であることを示し、
更なる第１のステップの後の更なる第２のステップにおいて、第１のユーザ装置は、第３
の無線インターフェースリソースを使用することによって、第３のユーザ装置に対してデ
ィスカバリ手続きを行うために第３のディスカバリリソース構成情報を使用する。
【００１６】
　それによって、エネルギ消費に関して、一方では第１のユーザ装置と他方では第２及び
第３のユーザ装置との間のデバイス・ツー・デバイス近接性検出及び／又はデバイス・ツ
ー・デバイス通信が改善され、現行技術に対して相対的に高速で行われることが有利に可
能になる。同様に、本発明による方法は、第１のユーザ装置と第２及び第３のユーザ装置
に加えて複数の他のユーザ装置との間におけるデバイス・ツー・デバイス近接性検出及び
／又はデバイス・ツー・デバイス通信を改善するために使用されてもよい。好ましくは、
第３のユーザ装置に関わるディスカバリのために第３の無線インターフェースリソースが
使用されることが可能であることを示す第３のディスカバリリソース構成情報は、第２の
ディスカバリリソース構成と同じ種類のものである。
【００１７】
　本発明によれば、方法は第３及び第４のステップを更に含むことが好ましく、第３のス
テップにおいて、基地局エンティティ又は更なる基地局エンティティが、第２の制御デー
タの一部として、第１及び第２のディスカバリリソース構成情報を送信し、第３のステッ
プの後の第４のステップにおいて、第２のユーザ装置は、第１の無線インターフェースリ
ソースを使用することによって第１のユーザ装置に対してディスカバリ手続きを行うため
に第１のディスカバリリソース構成情報を使用する。更に、第３のユーザ装置は、好まし
くは、更なる移動通信ネットワーク又は複数の他の移動通信ネットワークの中の任意の他
の移動通信ネットワーク上に留まっている。
【００１８】
　それによって、デバイス・ツー・デバイス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバ
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イス通信が更に改善されるように、第１及び第２のユーザ装置に第１及び第２のリソース
構成情報を提供することが有利に可能になる。
【００１９】
　本発明の好ましい実施形態によれば、第１の制御データは、基地局エンティティにより
ブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）上で送信され、ブロードキャスト制御チャネ
ルは第１のユーザ装置により受信される。
【００２０】
　それによって、相対的に単純且つ効果的なやり方で、移動通信ネットワークの複数の第
１のユーザ装置に第２のディスカバリリソース構成情報を分配することが有利に可能にな
る。
【００２１】
　本発明の更に好ましい実施形態によれば、第２の無線インターフェースリソースは、第
２のディスカバリリソース構成情報内で少なくとも以下のパラメータ、周波数指示、シス
テムフレーム番号（ＳＦＮ）に対する相対時間オフセット、及び無線リソースブロック割
り当てによって示される。
【００２２】
　それによって、第１のユーザ装置により行われるディスカバリ手続きのために必要とさ
れる労力が、特にエネルギ消費に関して低減されるように、第２の無線インターフェース
リソースの比較的正確な指示を第１のユーザ装置に提供することが有利に可能になる。
【００２３】
　本発明の更なる好ましい実施形態によれば、第２のディスカバリリソース構成情報は、
デバイス・ツー・デバイスモードのための第１のディスカバリリソース構成情報を含むシ
ステム情報ブロック、又は第２のディスカバリリソース構成情報のみを含む別のシステム
情報ブロックを使用して送信される。
【００２４】
　それによって、第２のディスカバリリソース構成情報の送信に関係付けられる通信オー
バーヘッドを更に低減することが有利に可能になる。
【００２５】
　本発明の更に好ましい実施形態によれば、第１のユーザ装置及び第２のユーザ装置は移
動通信ネットワークに関連するが、第１の周波数又は周波数バンドと第２の周波数又は周
波数バンドは異なる周波数又は周波数バンドである。
【００２６】
　それによって、本発明によれば、第１及び第２のユーザ装置は、ユーザ装置が異なる周
波数又は周波数バンド（周波数間ディスカバリ）上で動作している場合であっても、ディ
スカバリ手続きによって互いに発見することが有利に可能になる。本発明によれば、第１
及び第２のユーザ装置は、好ましくは、移動通信ネットワークにより使用される全ての周
波数上で効率的な周波数間ディスカバリが実現されるように、同じ移動通信ネットワーク
１００に関係付けられる（ＰＬＭＮ内ディスカバリ）。代替的に、第１及び第２のユーザ
装置は、好ましくは、異なる移動通信ネットワークに関係付けられ、異なる移動通信ネッ
トワーク間で効率的な周波数間ディスカバリが実現される（ＰＬＭＮ間ディスカバリ）。
【００２７】
　本発明の更に好ましい実施形態によれば、第２のユーザ装置は更なる移動通信ネットワ
ークに関連し、更なる移動通信ネットワークは第２の周波数又は周波数バンドを使用し、
第１の周波数又は周波数バンドと第２の周波数又は周波数バンドは異なる周波数又は周波
数バンドである。
【００２８】
　それによって、異なるＰＬＭＮ間でのネットワークリソースの共有（ネットワーク共有
）が無効にされている場合であっても、ＰＬＭＮ間ディスカバリが有効になるように、第
２のディスカバリリソース構成情報を第１のユーザ装置に提供することが有利に可能にな
る。好ましくは、２つの異なるオペレータ（ＰＬＭＮ）に属するが、異なる周波数又は周
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波数バンドで動作している第１及び第２のユーザ装置間で、直接の情報交換が実現される
。このようなＰＬＭＮ間ディスカバリサポートは、特に、位置依存広告又は位置認識ソー
シャルメディア等の新しい局所的サービスに関して、特に、Ｄ２Ｄディスカバリ機能の商
業的成功を向上させる。
【００２９】
　本発明の更に好ましい実施形態によれば、第２の無線インターフェースリソースは第２
の周波数又は周波数バンドの一部であるか又は別の周波数又は周波数バンドの一部であり
、及び／又は第１の無線インターフェースリソースは第１の周波数又は周波数バンドの一
部であるか又は別の周波数又は周波数バンドの一部である。
【００３０】
　それによって、第２のディスカバリリソース構成情報に依存して第１のユーザ要素の受
信機をアクティブ化又は非アクティブ化するために、第１のユーザ装置が第２のディスカ
バリリソース構成情報を使用し得ることが有利に可能になる。例えば、第１のユーザ装置
は、ディスカバリメッセージの受信が期待されていない時間間隔の間に受信機を非アクテ
ィブ化してもよい。
【００３１】
　更に、本発明は、ユーザ装置と第２のユーザ装置との間の改善されたデバイス・ツー・
デバイス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信に適合されるユーザ装置に
関し、ユーザ装置及び第２のユーザ装置はデバイス・ツー・デバイスモード（Ｄ２Ｄモー
ド）の使用に対応し、ユーザ装置と第２のユーザ装置との間のデバイス・ツー・デバイス
近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信のためにデバイス・ツー・デバイス
モードを使用することは、ユーザ装置と第２のユーザ装置との間でディスカバリ手続きを
行うことを必要とし、少なくともユーザ装置はコアネットワーク及びアクセスネットワー
クを含む移動通信ネットワークに関連し、移動通信ネットワークのアクセスネットワーク
は基地局エンティティを含み、ユーザ装置により第１の制御データを受信するために第１
の周波数又は周波数バンドが使用され、第１の制御データは基地局エンティティにより送
信され、第２のユーザ装置により第２の制御データを受信するために第２の周波数又は周
波数バンドが使用され、ユーザ装置は、基地局エンティティにより送信された第１の制御
データの一部として、ユーザ装置が第１のディスカバリリソース構成情報及び第２のディ
スカバリリソース構成情報を受信し、第１のディスカバリリソース構成情報は第１の無線
インターフェースリソースがユーザ装置に関わるディスカバリのために使用されることが
可能であることを示し、第２のディスカバリリソース構成情報は第２の無線インターフェ
ースリソースが第２のユーザ装置に関わるディスカバリのために使用されることが可能で
あることを示し、第２の無線インターフェースリソースを使用することによって、ユーザ
装置が第２のユーザ装置に対してディスカバリ手続きを行うために第２のディスカバリリ
ソース構成情報を使用するように構成される。
【００３２】
　それによって、デバイス・ツー・デバイス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバ
イス通信がディスカバリ手続きのエネルギの消費に関して改善されるように、第２のディ
スカバリリソース構成情報を使用することが可能なユーザ装置を提供することが有利に可
能になる。
【００３３】
　更に、本発明は、第１のユーザ装置と第２のユーザ装置との間のデバイス・ツー・デバ
イス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信を改善するためのシステムに関
し、システムは移動通信ネットワーク、第１のユーザ装置及び第２のユーザ装置を含み、
第１のユーザ装置及び第２のユーザ装置はデバイス・ツー・デバイスモード（Ｄ２Ｄモー
ド）の使用に対応し、第１及び第２のユーザ装置間におけるデバイス・ツー・デバイス近
接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信のためにデバイス・ツー・デバイスモ
ードを使用することは、第１及び第２のユーザ装置間でディスカバリ手続きを行うことを
必要とし、少なくとも第１のユーザ装置はコアネットワーク及びアクセスネットワークを
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含む移動通信ネットワークに関連し、移動通信ネットワークのアクセスネットワークは基
地局エンティティを含み、第１のユーザ装置により第１の制御データを受信するために第
１の周波数又は周波数バンドが使用され、第１の制御データは基地局エンティティにより
送信され、第２のユーザ装置により第２の制御データを受信するために第２の周波数又は
周波数バンドが使用され、システムは、第１の制御データの一部として、基地局エンティ
ティが第１のディスカバリリソース構成情報及び第２のディスカバリリソース構成情報を
送信し、第１のディスカバリリソース構成情報は第１の無線インターフェースリソースが
第１のユーザ装置に関わるディスカバリのために使用されることが可能であることを示し
、第２のディスカバリリソース構成情報は第２の無線インターフェースリソースが第２の
ユーザ装置に関わるディスカバリのために使用されることが可能であることを示し、第２
の無線インターフェースリソースを使用することによって、第１のユーザ装置が第２のユ
ーザ装置に対してディスカバリ手続きを行うために第２のディスカバリリソース構成情報
を使用するように構成される。
【００３４】
　それによって、本発明による方法を適用するように構成されるシステムを提供すること
が有利に可能になり、デバイス・ツー・デバイス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・
デバイス通信が現行技術に関して改善されるように、第２のディスカバリリソース構成情
報が第１のユーザ装置に提供される。本発明の更なる実施形態によれば、システムは、好
ましくは、ＥＴＷＳ（地震及び津波警報システム）、公衆警報システム、ｅＭＢＭＳ（エ
ンハンスドマルチメディアブロードキャスト及びマルチキャストシステム）及びＳＭＳ（
ショートメッセージサービス）セルブロードキャストシステムの少なくとも１つである。
【００３５】
　更に、本発明は、第１のユーザ装置と第２のユーザ装置との間のデバイス・ツー・デバ
イス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信を改善するための移動通信ネッ
トワークに関し、第１のユーザ装置及び第２のユーザ装置はデバイス・ツー・デバイスモ
ード（Ｄ２Ｄモード）の使用に対応し、第１及び第２のユーザ装置間におけるデバイス・
ツー・デバイス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信のためにデバイス・
ツー・デバイスモードを使用することは、第１及び第２のユーザ装置間でディスカバリ手
続きを行うことを必要とし、少なくとも第１のユーザ装置はコアネットワーク及びアクセ
スネットワークを含む移動通信ネットワークに関連し、移動通信ネットワークのアクセス
ネットワークは基地局エンティティを含み、第１のユーザ装置により第１の制御データを
受信するために第１の周波数又は周波数バンドが使用され、第１の制御データは基地局エ
ンティティにより送信され、第２のユーザ装置により第２の制御データを受信するために
第２の周波数又は周波数バンドが使用され、移動通信ネットワークは、第１の制御データ
の一部として、基地局エンティティが第１のディスカバリリソース構成情報及び第２のデ
ィスカバリリソース構成情報を送信し、第１のディスカバリリソース構成情報は第１の無
線インターフェースリソースが第１のユーザ装置に関わるディスカバリのために使用され
ることが可能であることを示し、第２のディスカバリリソース構成情報は第２の無線イン
ターフェースリソースが第２のユーザ装置に関わるディスカバリのために使用されること
が可能であることを示し、第２の無線インターフェースリソースを使用することによって
、第１のユーザ装置が第２のユーザ装置に対してディスカバリ手続きを行うために第２の
ディスカバリリソース構成情報を使用するように構成される。
【００３６】
　それによって、移動通信ネットワーク、特に、ＰＬＭＮを提供することが有利に可能に
なり、特に、エネルギの消費に関して、デバイス・ツー・デバイス近接性検出及び／又は
デバイス・ツー・デバイス通信を改善するために、第１のユーザ装置が第２のディスカバ
リリソース構成を使用し得るように、第２のディスカバリリソース構成情報が第１のユー
ザ装置に提供される。
【００３７】
　更に、本発明は、コンピュータ上で又はユーザ装置又は基地局エンティティ上で、又は
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部分的にユーザ装置上で及び部分的に基地局エンティティ上で実行されると、コンピュー
タ又はユーザ装置又は基地局エンティティに、新規な方法を実行させる、コンピュータ可
読プログラムコードを含む、プログラムに関する。
【００３８】
　更に、本発明は、基地局と共にユーザ装置を使用するためのコンピュータプログラム製
品に関し、コンピュータプログラム製品は記憶媒体に記憶されたコンピュータプログラム
を含み、コンピュータ上で又はユーザ装置又は基地局エンティティ上で、又は部分的にユ
ーザ装置上で及び部分的に基地局エンティティ上で実行されると、コンピュータ又はユー
ザ装置又は基地局エンティティに、新規な方法を実行させるプログラムコードを含む、コ
ンピュータプログラム製品に関する。
【００３９】
　本発明のこうした及び他の特徴、機能及び利点は、例えば、本発明の原理を例示する添
付の図面と併せて、以下の詳細な説明から明らかになるであろう。この説明は、発明の範
囲を限定することなく、例示のためにのみ与えられる。以下で引用される参照図は添付の
図面を参照する。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明によるユーザ装置間のデバイス・ツー・デバイス近接性検出及び／又はデ
バイス・ツー・デバイス通信を行う可能性を許可することを有効にされた移動通信ネット
ワークを概略的に示す。
【図２】本発明によるユーザ装置間のデバイス・ツー・デバイス近接性検出及び／又はデ
バイス・ツー・デバイス通信を行う可能性を許可することを有効にされた移動通信ネット
ワークを概略的に示す。
【図３】本発明によるユーザ装置により使用される周波数バンドを概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　本発明は、特定の実施形態に関して及び所定の図面を参照して記載されているが、本発
明はそれらによって限定されるものではなく、請求項によってのみ限定される。記載され
た図面は、単なる概略であり、非制限的である。図面において、一部の要素のサイズは、
例示目的のため、誇張され、尺度で描かれていない場合がある。
【００４２】
　単一の名詞を参照するときに定冠詞又は不定冠詞、例えば、“ａ”，“ａｎ”，“ｔｈ
ｅ”が使用されるが、これは特段の記載が無ければその名詞の複数形を含んでいる。
【００４３】
　更に、説明及び請求項における第１、第２、及び第３等の用語は、類似の要素間を区別
するために使用されるのであって、必ずしも連続性又は時間的順序を記載するために使用
されない。このように使用される用語は適切な状況下で交換可能であり、本明細書に記載
の発明の実施形態は本明細書に記載の又は例示された他の順番で動作可能であることが理
解されるべきである。
【００４４】
　図１において、移動通信ネットワーク１００、特に、公衆携帯電話網１００が概略的に
示されており、移動通信ネットワーク１００はアクセスネットワーク１１０及びコアネッ
トワーク１２０を含んでいる。移動通信ネットワーク１００は、好ましくは、典型的に複
数のネットワークセルを含むセルラ通信ネットワークであり、図１には参照符号１０及び
１１によって２つの隣接するセルが示されている。移動通信ネットワーク１００において
、第１のユーザ装置２０がネットワークセル１０内の移動通信ネットワーク１００に留ま
っている。即ち、第１のユーザ装置２０は、セル１０をサービスしている基地局エンティ
ティ１１１に接続され又は留まっている。更に、隣接セル１１をサービスしている近隣の
基地局エンティティ１１２が概略的に示されている。第１のユーザ装置２０は、基地局エ
ンティティ１１１から第１の制御データを受信するために第１の周波数又は周波数バンド
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３２０を使用する。第２のユーザ装置２１により第２の制御データを受信するために第２
の周波数又は周波数バンド３２１が使用される。好ましい実施形態によれば、第１のユー
ザ装置２０及び第２のユーザ装置２１は共に、同じ移動通信ネットワーク１００に留まっ
ている。例えば、第１及び第２のユーザ装置２０、２１は、（図１に示された）同じネッ
トワークセル１０に留まっている。即ち、第１及び第２のユーザ装置２０、２１は同じ基
地局エンティティ１１１に接続され又は留まっているか、又は第１及び第２のユーザ装置
２０、２１は移動通信ネットワーク１００の隣接ネットワークセル１０、１１に留まって
いる。この場合、第２のユーザ装置２１は、第１のユーザ装置２０と移動通信ネットワー
ク１００との間で使用される周波数又は周波数バンドとは別の周波数又は周波数バンドを
使用して、移動通信ネットワーク１００から第２の制御データを受信する。代替的な本発
明の実施形態によれば、第１のユーザ装置２０は移動通信ネットワーク１００に留まって
おり、第２のユーザ装置２１は（図２に示された）更なる移動通信ネットワーク２００に
留まっている。この場合、第２のユーザ装置２１は、（典型的には、移動通信ネットワー
ク１００及び第１のユーザ装置２０により使用される周波数又は周波数バンドとは別の周
波数又は周波数バンドを使用して）更なる移動通信ネットワーク２００から第２の制御デ
ータを受信する。
【００４５】
　本発明によれば、第１のユーザ装置２０及び第２のユーザ装置２１は、デバイス・ツー
・デバイス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信のためにデバイス・ツー
・デバイスモード（Ｄ２Ｄモード）の使用に対応する。第１及び第２のユーザ装置２０、
２１間のデバイス・ツー・デバイス通信は、好ましくは、一方向性又は双方向性である。
好ましくは、第１及び第２のユーザ装置２０、２１間のデバイス・ツー・デバイス近接性
検出及び／又はデバイス・ツー・デバイス通信用にデバイス・ツー・デバイスモードが使
用される場合、第１及び第２のユーザ装置２０、２１間のディスカバリ手続きが行われる
。
【００４６】
　基地局エンティティ１１１から第１のユーザ装置２０により、第１の制御データの一部
として第１及び第２のディスカバリリソース構成情報を受信した後、第１のユーザ装置２
０は、第２のユーザ装置２１に対してディスカバリ手続きを行うために第２のディスカバ
リリソース構成情報を使用する。それによって、第１のディスカバリリソース構成情報は
、（図３に示された）第１の無線インターフェースリソース３４０が第１のユーザ装置２
０に関わるディスカバリの目的で使用される可能性が有ることを示すように構成され、第
２のディスカバリリソース構成情報は、第２の無線インターフェースリソース３４１が第
２のユーザ装置２０に関わるディスカバリの目的で使用される可能性があることを示すよ
うに構成される。第１のユーザ装置２０は、第２の無線インターフェースリソース３４１
を使用することによって、第２のユーザ装置２１に対してディスカバリ手続きを行うため
に第２のディスカバリリソース構成情報を使用する。
【００４７】
　第１及び第２のユーザ装置２１、２２が異なる周波数又は周波数バンドで動作している
場合、第１のユーザ装置２０はディスカバリ手続きを行うことにより第２のユーザ装置２
１を発見するように構成される（周波数間ディスカバリ）。例えば、第１及び第２のユー
ザ装置２１、２２は、（同じ）移動通信ネットワーク１００により使用される全ての周波
数上で周波数間ディスカバリが実現されるように、同じ移動通信ネットワーク１００に関
係付けられる（ＰＬＭＮ内ディスカバリ）。代替的に、第１及び第２のユーザ装置２０、
２１は、異なる移動通信ネットワーク１００、２００間で周波数間ディスカバリが実現さ
れるように、異なる移動通信ネットワーク１００、２００（図２を参照）に関係付けられ
る（ＰＬＭＮ間ディスカバリ）。両方の代替手段において、移動通信ネットワーク１００
は、第１の制御データを受信するために第１のユーザ装置２０により使用される第１の周
波数又は周波数バンド３２０に関係付けられる。
【００４８】
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　ＰＬＭＮ内ディスカバリの場合、移動通信ネットワーク１００は、第２の制御データを
受信するために第２のユーザ装置２１により使用される第２の周波数又は周波数バンド３
２１（図３を参照）に関係付けられる。これは、両方のユーザ装置２０、２１（即ち、第
１及び第２のユーザ装置２０、２１）が自身の専用の周波数又は周波数バンドで動作して
いることを意味する。例えば、第１のユーザ装置２０は第１の周波数又は周波数バンド３
２０で移動通信ネットワーク１００に登録され、第２のユーザ装置２１は第２の周波数又
は周波数バンド３２１で移動通信ネットワーク１００に登録される。好ましくは、第１の
ユーザ装置２０は、第１のユーザ装置２０が留まっている移動通信ネットワーク１００の
サービスネットワークセル１０のブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）をリッスン
するように構成される。好ましくは、デバイス・ツー・デバイス・ディスカバリのために
使用される無線インターフェースリソースの構成（第１の及び／又は第２のディスカバリ
リソース構成情報）は、移動通信ネットワーク１００のブロードキャスト制御チャネル（
ＢＣＣＨ）の定義されたＳＩＢ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）
又はエンハンスドＳＩＢ上で送信される。
【００４９】
　図２において、移動通信ネットワーク１００に加えて、更なる移動通信ネットワーク２
００、特に、更なる公衆携帯電話網２００が概略的に示されている。更なる移動通信ネッ
トワーク２００は、更なるアクセスネットワーク２１０及び更なるコアネットワーク２２
０を含む。更なる移動通信ネットワーク２００は、好ましくは、典型的に複数のネットワ
ークセルを含むセルラ通信ネットワークであり、図２には参照符号１２及び１３によって
２つの更なる隣接するセルが示されている。ここでは、ＰＬＭＮ間ディスカバリの場合が
示されている。更なる移動通信ネットワーク２００において、第２のユーザ装置２１が更
なるネットワークセル１２内の更なる移動通信ネットワーク２００に留まっている。即ち
、第２のユーザ装置２１は、更なるセル１２をサービスしている更なる基地局エンティテ
ィ２１１に接続され又は留まっている。更に、更なる隣接セル１３をサービスしている更
なる近隣の基地局エンティティ２１２が示されている。
【００５０】
　ＰＬＭＮ間ディスカバリの場合によれば、移動通信ネットワーク１００及び更なる移動
通信ネットワークは共に、自身の専用周波数で動作している。これは、移動通信ネットワ
ーク１００が第１の周波数又は周波数バンド３２０で動作し、更なる移動通信ネットワー
ク２００が第２の周波数又は周波数バンド３２１で動作することを意味する。好ましくは
、移動通信ネットワーク１００及び更なる移動通信ネットワーク２００は少なくとも部分
的に重複しており、移動通信ネットワーク１００及び更なる移動通信ネットワークは、例
えば、同じ国内又は国境領域に位置している。第１のユーザ装置２０は第１の周波数又は
周波数バンド３２０で移動通信ネットワーク１００に登録され、第２のユーザ装置は第２
の周波数又は周波数バンド３２１で更なる移動通信ネットワーク２００に登録され、好ま
しくは、第１及び第２のユーザ装置２０、２１は、各々が関連してサービスしているネッ
トワークセル１０又は１２のブロードキャスト制御チャネルをそれぞれリッスンするよう
に構成される。好ましくは、デバイス・ツー・デバイス・ディスカバリのために使用され
る無線インターフェースリソースの構成（ディスカバリリソース構成情報）は、移動通信
ネットワーク１００のブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）の定義されたＳＩＢ（
Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）又はエンハンスドＳＩＢ及び／又
は更なる移動通信ネットワーク２００の更なるブロードキャスト制御チャネル上で送信さ
れる。好ましくは、デバイス・ツー・デバイス近接性検出及び／又はデバイス・ツー・デ
バイス通信は、ネットワーク共有又は全国ローミングが無効にされている場合に実現され
る。それによって、国内で及び／又は国境領域の場合に多国間でＰＬＭＮ間ディスカバリ
のサポートを有効にすることが有利に可能になる。
【００５１】
　好ましくは、ＰＬＭＮ間ディスカバリのサポートが有効にされ、これは、第１のユーザ
装置２０が移動通信ネットワーク１００からＰＬＭＮ間ディスカバリリソース割り当ての
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情報（第２のディスカバリリソース構成情報は更なる移動通信ネットワーク２００に関連
する）を受信することを意味する。好ましくは、第１及び第２のディスカバリリソース構
成情報は第１の制御データの一部として送信され、第１の制御データは、例えば、追加の
単一ビットを使用することにより、第２のユーザ装置２１からディスカバリメッセージを
受信するためにＰＬＭＮ間周波数又は周波数バンド（第２の周波数又は周波数バンド３２
１）が使用されることを示す。本発明によれば、第２のディスカバリリソース構成情報は
、好ましくは、更なる移動通信ネットワーク２００の識別性のための識別要素を含む。
【００５２】
　図３において、ユーザ装置２０、２１によって使用される周波数バンド３２０、３２１
が概略的に示されており、周波数バンド３２０、３２１は、周波数スペクトル３００の異
なる周波数バンド、例えば、ライセンスされた周波数バンドとして示されている。更に、
第１の無線インターフェースリソース３４０及び第２の無線インターフェースリソース３
４１が概略的に示されている。好ましくは、第１の無線インターフェースリソース３４０
は第１の周波数バンド３２０の連続部分であり、好ましくは、第２の無線インターフェー
スリソース３４１は第２の周波数バンド３２１の連続部分である。
【００５３】
　第２の無線インターフェースリソース３４１は、好ましくは、少なくとも３つのパラメ
ータ、即ち、周波数、システムフレーム番号（ＳＦＮ）に対する相対時間オフセット（リ
ソース割り当てＸ）及び無線リソースブロック割り当てによって示される。本発明によれ
ば、ＳＩＢ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）は、好ましくは、第
２のディスカバリリソース構成情報の送信のために使用され、ＳＩＢは、少なくともリソ
ース割り当てＸ及びパラメータＹＺから成り、これはＳＦＮに対する相対時間オフセット
が指し示す時間点におけるリソース割り当てを記述する。それによって、（第１の周波数
又は周波数バンド３２０を使用する）第１のユーザ装置２０が第１の周波数又は周波数バ
ンド３２０に関係付けられるリソース割り当てに関する情報を提供されることが有利に可
能になる。好ましくは、第１のユーザ装置２０は、ディスカバリメッセージの送信及び／
又は受信のために第２のディスカバリリソース構成情報を使用する。
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